
【担当省庁：経済産業省】

・

・様々な知恵が融合し新たな価値を生み出す「交流と融合」の場を提供
・京都経済の活性化に資する
(1)交流と協働の促進
(2)戦略的産業振興施策の推進と情報発信
(3)中小企業の育成支援
(4)産学公連携の推進
(5)スマートシティ・スマートコミュニティ（地域創生）の実現
(6)海外への販路開拓と海外からの投資促進
(7)繊維産業の振興
(8)産業人材育成支援
建設地 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番　ほか
敷地面積 4,421.85 ㎡（延床面積　29,214 ㎡）
事業契約者

竣工予定 平成31年１月

0.9%
10 茨城県 21 0.7%
9

静岡県 33 1.0%
7 埼玉県 59 1.9%
6 千葉県 66 2.1%
5 愛知県 67 2.1%

海外から地方への投資の促進について

1　京都経済センター(仮称)における外資受入拠点の設置

2 神奈川県 299

京 都 府
の担当課

 商工労働観光部　産業労働総務課(075-414-4825)　経済交流課(075-414-4863)

　地方経済のさらなる発展には、海外から地方への投資拡大を図る

ことが重要である。

　京都府では、平成31年のオープンを目指して、京都経済センター

（仮称）内に「Invest Kyoto Center（仮称）」を創設し、外国企業

の京都への投資促進や京都ブランドの海外発信等をオール京都で戦

略的に展開するワンストップ拠点とすることとしている。

　地方創生を促進し、東京一極集中を是正するためにも、こうした

地方における対日投資の拠点整備についての支援をお願いしたい。

■外資系企業の本社所在地数（経済産業省 Ｈ26年外資系企業動向調査(Ｈ25年度実績))

福岡県 29

全　体 3,151

8

9.5%

4 兵庫県 81 2.6%
3 大阪府 168 5.3%

都道府県 全産業 構成比順位
1 東京都 2,131 67.6%

■国が設置した「東京開業ワンストップセンター（平成27年４月設置）」の概要
　▶ 東京都と国（内閣府）が共同設置（全国に１カ所しかない）
　▶ 外資系企業やベンチャー企業等の開業手続等の支援を一元化
　▶ 東京での事業展開を目指す外国企業等のビジネスマッチングや生活面の相談等に
　  バイリンガルの相談員が対応する「ビジネスコンシェルジュ東京」等を併設
　▶ 手続きに応じて、省庁、団体、東京都が専門家や職員を派遣

■京都経済センター（仮称）

設立趣旨

事業概要

主な機能

京都府、京都市、京都商工会議所、公益社団法人京都工業会、一
般社団法人京都産業会館、京都織物卸商業組合、一般財団法人京
都府中小企業センター、京都信用保証協会、大成建設株式会社

京都の経済団体等が、京都を代表するビジネスの中心地である四条室町に集
結


